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衆
議
院
議
員
も
と
む
ら
賢
太
郎
君
提
出
森
林
環
境
税
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

森
林
環
境
税
（
仮
称
）
に
つ
い
て
は
、
政
府
に
お
い
て
は
、
地
方
財
政
審
議
会
に
設
置
し
た
「
森
林
吸
収
源
対
策
税
制
に

関
す
る
検
討
会
」
が
平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
一
日
に
取
り
ま
と
め
た
報
告
書
に
お
い
て
、
「
森
林
の
有
す
る
公
益
的
機

能
が
十
分
に
発
揮
さ
れ
る
よ
う
、
市
町
村
が
自
ら
の
事
業
と
し
て
実
施
す
る
森
林
整
備
等
に
必
要
な
財
源
に
充
て
る
た
め
、

国
民
一
人
一
人
が
負
担
を
分
か
ち
合
っ
て
、
国
民
皆
で
森
林
を
支
え
る
仕
組
み
と
し
て
森
林
環
境
税
（
仮
称
）
を
創
設
す
る

必
要
性
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
」
、
「
国
と
し
て
も
、
各
府
県
の
超
過
課
税
の
内
容
を
尊
重
し
、
そ
の
見
直
し
時
期

等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
・
・
・
必
要
な
対
応
を
行
う
よ
う
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。
」
等
と
さ
れ
、
さ
ら
に
、
与
党
が
同
年
十
二

月
十
四
日
に
取
り
ま
と
め
た
「
平
成
三
十
年
度
税
制
改
正
大
綱
」
に
お
い
て
、
「
次
期
通
常
国
会
に
お
け
る
森
林
関
連
法
令

の
見
直
し
を
踏
ま
え
、
平
成
三
十
一
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
、
森
林
環
境
税
（
仮
称
）
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
（
仮
称
）

を
創
設
す
る
。
」
、
「
森
林
環
境
税
（
仮
称
）
に
つ
い
て
は
、
消
費
税
率
十
％
へ
の
引
上
げ
が
平
成
三
十
一
年
十
月
に
予
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
東
日
本
大
震
災
を
教
訓
と
し
て
各
地
方
公
共
団
体
が
行
う
防
災
施
策
に
係
る
財
源
確
保
の
た
め
の
個

人
住
民
税
均
等
割
の
税
率
の
引
上
げ
が
平
成
三
十
五
年
度
ま
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
等
を
考
慮
し
、
平
成
三
十
六
年
度
か
ら

一



課
税
す
る
。
・
・
・
森
林
現
場
に
お
け
る
諸
課
題
に
は
で
き
る
限
り
早
期
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
り
、
新
た
な
森
林
管
理
制

度
の
施
行
と
あ
わ
せ
、
森
林
環
境
譲
与
税
（
仮
称
）
の
譲
与
は
、
平
成
三
十
一
年
度
か
ら
行
う
。
」
等
と
さ
れ
た
こ
と
等
を

踏
ま
え
、
引
き
続
き
、
検
討
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二


